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ズームによる研修であったが、スウェーデンの障害福祉のシステムを学び、日本との違いに驚きを覚え
た。スウェーデンは、1950年代から障がい者のノーマルな生活（ノーマライゼーション）が始まっており、
その歴史も国家の関りも異なるものであった。作業療法士（以下、OT）である私の一番の衝撃は、OTの
役割の相違であり、それについて報告を行います。
スウェーデンのOTの役割は主に2つあり、一つはリハビリテーションセンターでの職務でありもう一つは
特別支援学校での職務にある。

各県が設置運営を行う障がい児のセンターである。主にOTが勤務しており、そのほか理学療法士、言
語療法士、特別教師、心理士が勤務している。リハビリセンターは、障がい児出生時や、出生後発達段
階で障がいを負った子供たちの登録を行い、生活を含めた長期的な支援を行う施設である。その中で
OTなどのスタッフは福祉サービスの説明や親の教育等を実施する。親の教育のための専門プログラ
ムもありOTが主に従事している。また、障がいの特性に応じて、視覚障害センター、聴覚障害センター、
整形外科的センター、福祉用具センターに繋げて、生活のため必要な福祉用具や補装具などのコー
ディネイトを行うことが大きな役割となっている。

スウェーデンでは一般の学校に中に、特別支援学校が設置してある。ノーマライゼーションの考えによ
り、授業以外は障がい児もそうでない生徒も一緒に過ごしている。障がいのある生徒とそうでない生徒
が関われるようOTが支援を実施している。具体的には、障がい児の自己決定のためのコミュニケー
ションツールを考案しその使用を指導する。また、障がい児の卒業時には、本人家族のニーズを把握し
実習先をOTが決定する。スウェーデンでは卒業後は一人暮らしをするのが当たり前の考え方である。
グループホームに住むのか、アパートで独り暮らしをするのかをOTと本人とともに決定し、必要な場合
は家屋改修を行う。家屋改修の費用の決定権はOTが持っていることに驚いた。最大500万円程度の改
修費の申請が可能である。
日本のリハビリテーションは機能を回復することであり機能訓練に焦点を当てているが、スウェーデン
では回復ではなくその人の発達に焦点をあて、持っている機能や能力を有効に使用することを重要視
しているという明確な相違がある。その根底にあるのは1950年代のノーマライゼーション運動による社
会により障がい者の社会参加を促すという考え方である。そのため、スウェーデンでは多くのOTは生活
のニーズを整理しコーディネイトを行う医療と福祉の架け橋のような仕事を担っていると感じた。虹の
家のリハビリテーションでは、「生活に役に立つリハビリ」を目指している。「手の麻痺があるから動くよ
うにする」ではなく、「コミュニケーションエイドのボタンを押すためにどうするか？」という視点をもつこ
とを強化しているが、さらにセラピストが生活をコーディネイトするという視点を加えていきたい。

スウェーデンの障害福祉研修を終えて 令和5年3月3日ひな祭り。晴天の小春日和のなか、車いすでブランチ博多
まで散歩して、コメダ珈琲でお茶を楽しみました。アイスミルクコーヒーと
大きなソフトクリームが乗ったアイスココアを頂きました。
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研修報告

多くの皆様のご参加をお待ちしております。
● 社会福祉法人 あきの会　● NPO法人 列島会　● 特定非営利法人 ゆとり

施設セッション（看取り・多職種による呼吸リハ・APS：3法人の取組紹介）
重心セッション（看護師及びリハビリからの事例発表）
発達セッション（強度行動障害の取り組み紹介及び自閉症事例発表）
就労セッション（就労支援の事例及び取り組み紹介など）
口述発表
シンポジスト：本人と本人のリハビリその他に関わった人3名
座長：福岡和白総合健診クリニック院長　山永 義之

（多くの人の連携を経て勝ち取った生きる喜び）
脳卒中にて右片麻痺及び高次脳機能障害を負った私の8年間の戦い
シンポジウム

令和健康科学大学 リハビリテーション学部長（医学博士）　稲川 利光
あなたに会えてよかった（リハビリの力と心）
特別講演内　容

主　催

令和5年5月31日申込締切

令和健康科学大学（ZOOM参加も可能）場　所

令和5年6月18日（日）　9：00～14：40日　時
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１  リハビリテーションセンター

２  特別支援学校

在宅部課長（相談支援専門員・作業療法士）
國光 力

コメダ珈琲で
お茶しました！



http://akinokai.jp/

みかんの樹
〒811-0101 福岡県粕屋郡新宮町原上1223-4
TEL/092-962-0585　FAX/092-962-0527

〒812-0044 福岡市博多区千代一丁目１５番10号
TEL/092-651-7325　FAX/092-651-2420

障がい児者医療生活支援ホーム
虹の家

Instagram


